
群馬労働局の取組 トピックス（令和６年９⽉25日配信）

①両⽴⽀援等助成⾦「育休中等業務代替⽀援コース」のご案内
②10⽉は「年次有給休暇取得促進期間」です。
③群⾺県最低賃⾦は10月4日から985円に改正されます︕
④最低賃⾦・賃⾦引き上げに向けた中⼩企業・⼩規模事業者への⽀援施策︕

発信者 雇用環境・均等室

〇群⾺労働局の取組をトピックスで紹介します。お役⽴ち情報を載せていますので、ぜひ貴法⼈・機関、会員の
皆様にもご活用いただけるようお願いいたします。この情報は群馬労働局HP（新着情報）にも掲載しています。

〇ご不明な点は、雇用環境・均等室までお問い合わせください。（027-896-4739）

雇用環境・均等室

パートタイム・有期雇用労働法キャラクター

「パゆう」ちゃん ぐんまver.

令和６年１⽉から両⽴⽀援等助成⾦に「育休中等業務代替⽀援コース」を新設し、育児休業や
育児短時間勤務を取得・利⽤する⽅の業務を代替する体制整備に対する⽀援を強化しています。
中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合（手当支給等）、代替する

労働者を新規雇用（または新規の派遣受入れ）した場合（新規雇用）を対象に支給します。

支給額
A.業務体制整備経費︓５万円
（育休１か⽉未満︓２万円）
B.手当支給総額の3/4（※１）

※上限10万円/月、12か月まで

ABの合計額
（最大125万円）

①手当支給等
（育児休業）

A.業務体制整備経費︓２万円
B.手当支給総額の3/4
※上限３万円/月、子が３歳になるまで

ABの合計額
（最大110万円）

②手当支給等
（短時間勤務）

代替期間に応じた額を支給（※１）

最短︓７⽇以上14日未満 ９万円
最⻑︓６か⽉以上 67.5万円

③新規雇用
（育児休業）

10万円加算（※３）有期雇用労働者加算

※１ プラチナくるみ
ん認定事業は割増・
加算あり
※２ ①〜③全てあわ
せて１年度10人まで、
初回から５年間⽀給
※３ 育休取得者/短
時間勤務者が有期雇
用労働者かつ業務代
替期間１か月以上の
場合に加算

【主な要件】①手当支給等（育児休業）
●代替業務の⾒直し・効率化の取組の実施
●業務を代替する労働者への⼿当制度等を就業規則等に規定
●対象労働者が７⽇以上の育児休業を取得し、復帰後も⽀給申請⽇まで継続雇⽤
●業務を代替する労働者への手当等の支給（⽀給した⼿当額に応じ、助成⾦⽀給額が変動）

②手当支給等（短時間勤務）
●代替業務の⾒直し・効率化の取組の実施
●業務を代替する労働者への⼿当制度等を就業規則等に規定
●対象労働者が育児のための短時間勤務制度を１か⽉以上利⽤し、⽀給申請⽇まで継続雇⽤
●業務を代替する労働者への手当等の支給（⽀給した⼿当額に応じ、助成⾦⽀給額が変動）

③新規雇用（育児休業）
●育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
●対象労働者が７⽇以上の育児休業を取得し、復帰後も⽀給申請⽇まで継続雇⽤
●代替要員が育児休業中に業務を代替（業務を代替した期間に応じ、助成⾦⽀給額が変動）（両⽴⽀援等助成⾦）

①両⽴⽀援等助成⾦「育休中等業務代替⽀援コース」のご案内



雇用環境・均等室

10⽉は「年次有給休暇取得促進期間」で

す。

年次有給休暇を取得しやすい環境づくり

に取り組みましょう。

働き方・休み方の改善をこれからも継続

的に⾏うためには、計画的な業務運営や休

暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画

的付与制度（※１）や、労働者の様々な事

情に応じた柔軟な働き方・休み方に資する

時間単位の年次有給休暇（※２）の活用が

効果的です。

詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設

サイト」をご覧いただくか、群馬労働局雇

用環境・均等室にお問い合わせください。

☏０２７－８９６－４７３９

（年次有給休暇取得促進特設サイト

URL）https://work-

holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

（※１）年次有給休暇の付与⽇数のうち、

５日を除いた残りの日数については、労使

協定を締結すれば、計画的に取得日を割り

振ることができる制度です。

（※２）年次有給休暇の付与は原則１⽇単

位ですが、労使協定を締結すれば年５⽇の

範囲内で時間単位の取得が可能となります。

②10⽉は「年次有給休暇取得促進期間」です。

https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/


③群⾺県最低賃⾦は10月4日から985円に改正されます︕

ホームページリンク︓https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saitei_tingin.html



④最低賃⾦・賃⾦引き上げに向けた中⼩企業・⼩規模事業者への⽀援施策︕

最低賃⾦・賃⾦引き上げに伴う⽀援・後押しを強化しています

パンフレットリンク︓https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001951108.pdf



労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針【概要】

賃⾦引き上げ特設ページを公開中︕

パンフレットリンク︓https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001951117.pdf

パンフレットリンク︓https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001951123.pdf



最低賃⾦・賃⾦引上げに向けた中⼩企業・⼩規模事業者への⽀援施策

パンフレットリンク︓https://www.mhlw.go.jp/content/001246885.pdf



業務改善助成⾦
お問い合わせ先
【業務改善助成⾦
コールセンター】

℡０１２０－３６６－４４０

最低賃⾦引上げの⽀援策

キャリアアップ助成⾦
お問い合わせ先
【群馬労働局
職業安定部職業対策課】
℡０２７－２１０－５００８

パンフレットリンク︓https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/001951144.pdf


